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残
置
動
産
の
処
分
に
つ
い
て

（
１
）
公
売
又
は
競
売
に
よ
る
売
却

撤
去
後
の
保
管
費
用
を
事
務
管
理
費
用
と
解
す
る

場
合
に
は
、
事
務
管
理
費
用
に
つ
い
て
の
債
務
名
義

を
取
得
し
（
図
10
参
照
）、
民
事
執
行
手
続
に
よ
り

費
用
回
収
す
る
過
程
で
残
置
動
産
を
差
し
押
さ
え
、

競
売
に
よ
り
当
該
動
産
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
売
却
代
金
は
事
務
管
理
費
用
に
充
当
し
ま
す
。

他
方
、
搬
出
後
の
保
管
費
用
を
代
執
行
費
用
と
解

す
る
場
合
に
は
、
代
執
行
費
用
を
徴
収
す
る
た
め
の

滞
納
処
分
に
よ
り
残
置
動
産
を
差
し
押
さ
え
、
こ
れ

を
公
売
す
る
こ
と
に
よ
り
残
置
動
産
を
処
分
し
ま

〜公共政策立案に必要な法的知識の修得を目指して〜

第33回空家対策と代執行④

自治体職員のための政策法務入門

鹿児島大学教授
宇那木正寛

連
載

今
回
の
ポ
イ
ン
ト

前
回
に
引
き
続
き
、
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す

る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
空
家
法
」
と
い
う
。）
及

び
空
家
対
策
条
例
に
よ
る
代
執
行
や
即
時
強
制
に

お
け
る
課
題
等
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。
な
お
、

行
政
代
執
行
の
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
解
説
し
た

本
連
載
第
12
回
（
37
号
）
も
併
せ
て
参
照
し
て
く

だ
さ
い
。

5

訴額 
（元本を基準） 管　轄 公示送達 口頭弁論 その他

支払督促（35） なし

債務者の普通裁判
籍の所在地を管轄
する簡易裁判所 × なし

相手方が異議を述べ
た場合、訴えの提起
があったとみなされ、
通常訴訟へ移行（36）

少額訴訟（37）   60万円以下

義務履行地を管轄
する（38）簡易裁判
所 × あり 

（１回）

少額訴訟の判決に
対しては、控訴する
ことはできない（民
訴法第377条）。

通常訴訟
140万円以下 義務履行地を管轄

する簡易裁判所
〇 あり

140万円超 義務履行地を管轄
する地方裁判所

（出所：筆者作成）

図10　事務管理費用の請求に必要な債務名義の取得方法
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す
。
売
却
代
金
は
、
代
執
行
費
用
に
充
当
し
ま
す
。

（
２
）
弁
済
義
務
の
履
行
と
し
て
の
供
託

事
務
管
理
者
は
、「
本
人
」
か
ら
受
け
取
っ
た
も

の
を
「
本
人
」
に
返
還
す
る
義
務
を
有
す
る
（
民
法

第
７
０
１
条
に
よ
る
第
６
４
６
条
の
準
用
）
か
ら
、

残
置
動
産
を
「
本
人
」
が
引
き
取
ら
な
い
場
合
、
義

務
の
履
行
地
（
残
置
動
産
は
特
定
物
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
引
渡
義
務
の
履
行
地
は
保
管
場
所
と
な
る
）
を

管
轄
す
る
供
託
所
に
供
託
し
ま
す
。
た
だ
し
、
金
銭

又
は
有
価
証
券
以
外
の
物
品
を
目
的
と
す
る
供
託

は
、
法
務
大
臣
が
指
定
す
る
倉
庫
業
者
又
は
銀
行
に

対
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
（
供
託
法
第
５

条
第
１
項
）。

こ
の
た
め
、
法
務
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
倉
庫
業

者
が
な
い
場
合
に
は
、「
弁
済
の
目
的
が
供
託
に
適

さ
な
い
」（
民
法
第
４
９
７
条
）
と
し
て
、
裁
判
所

の
許
可
を
得
て
競
売
の
申
立
て
を
行
い
、
売
却
後
、

当
該
換
価
代
金
を
供
託
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す（

（（
（

。
こ

の
場
合
、
行
政
主
体
は
、
代
執
行
費
用
に
つ
い
て
の

債
権
を
有
し
て
い
る
の
で
、
被
供
託
者
が
供
託
所
に

対
し
て
有
す
る
供
託
金
還
付
請
求
権
を
滞
納
処
分
に

よ
り
差
し
押
さ
え
、
そ
の
取
立
て
を
行
い
、
代
執
行

費
用
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
３
）
事
務
管
理
と
し
て
の
売
却

残
置
動
産
の
保
管
費
用
が
増
大
し
、
当
該
動
産
の

価
値
を
超
え
る
場
合
に
は
、「
最
も
本
人
の
利
益
に

適
合
す
る
方
法
」
と
し
て
、
行
政
主
体
が
当
該
動
産

を
売
却
し
、
当
該
売
却
代
金
と
保
管
に
係
る
事
務
管

理
費
用
を
相
殺
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
４
）
廃
棄
物
と
し
て
の
処
分

保
管
す
る
残
置
動
産
を
廃
棄
物
と
し
て
処
分
す
る

方
法
で
す
。
廃
棄
物
は
財
産
保
護
の
客
体
と
は
い
え

な
い
の
で
、
行
政
庁
が
廃
棄
す
る
に
当
た
っ
て
法
的

根
拠
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
廃
棄
物
判
定
と

い
う
行
政
庁
の
判
断
が
必
要
な
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
、
行
政
庁
は
、
廃
棄
物
と
し
て
処
分
す
る

こ
と
に
慎
重
性
を
期
す
た
め
、
廃
棄
物
判
定
基
準
を

定
め
、
こ
れ
に
よ
り
判
断
し
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
廃
棄
物
認
定
に
当
た
っ
て
は
、
対
象
物
ご
と

に
異
な
る
基
準
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
神

戸
市
民
の
環
境
を
ま
も
る
条
例
第
50
条
第
１
項
は
、

放
置
さ
れ
た
船
舶
の
廃
棄
物
認
定
に
関
し
、「
市
長

は
、
前
条
の
規
定
に
違
反
し
て
遺
棄
さ
れ
、
又
は
放

置
さ
れ
て
い
る
船
舶
で
あ
っ
て
、
所
有
者
又
は
占
有

者
が
不
明
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
船
舶
が
沈
廃
船
の

状
態
に
あ
る
も
の
は
、
廃
棄
物
と
認
定
し
て
こ
れ
を

処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
、
こ
れ
を
受
け

て
、
判
定
基
準
を
定
め
る
同
条
例
施
行
規
則
第
３
条

は
、
①
当
該
船
舶
の
名
称
又
は
番
号
の
表
示
そ
の
他

当
該
船
舶
の
所
有
者
又
は
占
有
者
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
表
示
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
、
②
機
関
等
必
要
な
設
備
が
な
く
、
若
し
く
は
著

し
く
損
傷
し
、
又
は
沈
没
し
、
船
舶
と
し
て
の
使
用

が
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
こ
と
、
③
換
価
価
値
が
認

め
ら
れ
な
い
こ
と
、
④
遺
棄
又
は
放
置
の
状
況
が
環

境
を
阻
害
し
、又
は
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
、

と
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、特
定
空
家
等
の
除
却
の
際
に
は
、

極
め
て
多
種
多
様
な
残
置
動
産
が
搬
出
さ
れ
、
保
管

さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
特
定
空
家
等
の
除
却

代
執
行
に
備
え
て
、
多
様
多
種
の
廃
棄
物
の
判
定
基

準
を
作
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
。
こ
の
た
め
、

個
別
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す（

（（
（

。

廃
材
の
処
分

特
定
空
家
等
の
除
却
に
よ
り
生
じ
た
当
該
特
定
空

家
等
を
構
成
す
る
構
造
物
の
う
ち
、
換
価
価
値
の
な

い
廃
材
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
廃
棄
物
と
し
て
処
分

し
ま
す
。
こ
の
廃
棄
物
の
処
分
に
係
る
事
務
は
代
執

行
事
務
そ
の
も
の
な
の
で
、
こ
れ
に
要
し
た
費
用
は

当
然
に
代
執
行
費
用
と
し
て
国
税
徴
収
法
の
例
に
よ

り
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す（

（（
（

。
こ
れ
に
対
し
、
鉄

骨
や
檜
の
柱
と
い
っ
た
換
価
の
可
能
性
が
あ
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
残
置
動
産
と
同
様
に
対
応
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

6
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政
代
執
行
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
代
執
行
を
行

い
、
確
知
で
き
な
い
相
続
人
に
対
し
て
、
略
式
代
執

行
を
行
い
ま
す
。
他
方
、相
続
人
が
不
存
在
の
場
合
、

又
は
相
続
人
全
員
が
相
続
放
棄
を
し
て
い
る
場
合
に

は
、
略
式
代
執
行
に
よ
り
除
却
を
行
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。

略
式
代
執
行
に
よ
る
場
合
、
特
定
空
家
等
に
お
け

る
残
置
動
産
の
保
管
、
処
分
等
に
つ
い
て
は
、
行
政

相
続
財
産
管
理
制
度 

（
民
法
第
９
５
１
条
か
ら
第
９
５
９

条
ま
で
）
の
概
要

（
１
）
相
続
財
産
管
理
制
度
の
概
要

相
続
財
産
管
理
制
度（

（（
（

と
は
、「
相
続
人
の
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
で
な
い
と
き（

（（
（

は
、
相
続
財
産
は
、
法
人

と
す
る
」（
民
法
第
９
５
１
条
）
こ
と
に
よ
り
、
権

利
義
務
の
主
体
を
設
け
て
、
相
続
財
産
を
め
ぐ
る
法

律
関
係
を
処
理
す
る
制
度
で
す（

（（
（

。

相
続
財
産
管
理
制
度
は
、
次
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス

と
な
り
ま
す
（
図
11
参
照
）。
す
な
わ
ち
、
利
害
関
係

人
等（

（（
（

が
、
被
相
続
人
の
最
後
の
住
所
地
の
家
庭
裁
判

所
へ
申
立
て
を
行
い
、
申
立
て
を
受
け
た
家
庭
裁
判

所
が
相
続
財
産
管
理
人
を
選
任
し
、
同
管
理
人
に
よ

り
相
続
財
産
が
換
価
さ
れ
る
な
ど
し
て
債
権
者
や
、

受
遺
者（

（（
（

に
弁
済
が
行
わ
れ
ま
す
。
な
お
、
余
剰
が
あ

る
場
合
に
は
、
家
庭
裁
判
所
の
審
判
に
よ
り
特
別
縁

故
者（

（（
（

に
対
し
財
産
分
与
が
行
わ
れ
、
最
終
的
な
残
余

財
産
は
国
庫
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

相
続
財
産
法
人
に
対
し
て
は
、
本
来
相
続
人
に
対

し
て
請
求
す
べ
き
内
容
を
求
め
た
り
、
訴
訟
を
提
起

す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
ま
た
、
相
続
財
産
管
理
人

は
、
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
相
続
財
産
法
人
の
財
産

を
処
分
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
相

続
財
産
管
理
人
が
選
任
さ
れ
て
い
れ
ば
、
除
却
対
象

と
な
っ
た
特
定
空
家
等
の
内
部
の
残
置
動
産
の
保

管
、
処
分
が
大
変
容
易
に
な
り
ま
す
。

市
町
村
は
、
租
税
の
債
権
者
で
あ
る
場
合
、
あ
る

い
は
、「
本
人
」
の
た
め
に
空
家
に
対
す
る
保
全
措

置
を
行
う
な
ど
の
事
務
管
理
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り

生
じ
る
費
用
償
還
請
求
権
（
同
法
第
７
０
２
条
）
に

係
る
債
権
者
と
し
て
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。こ

れ
に
対
し
て
、
空
家
法
に
基
づ

く
除
却
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
立

場
を
も
っ
て
、
利
害
関
係
人
で
あ
る

と
い
え
る
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
り

ま
す
。
す
な
わ
ち
、
市
町
村
が
公
益

を
実
現
す
る
た
め
に
相
続
財
産
を
め

ぐ
る
法
律
関
係
を
処
理
す
る
制
度
を

利
用
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
で

す
。
積
極
的
に
解
し
て
よ
い
と
思
わ

れ
ま
す
。

（
２
）
特
定
空
家
等
と
相
続
財
産
管

理
制
度
の
活
用

特
定
空
家
等
の
除
却
に
つ
い
て

は
、
当
該
特
定
空
家
等
に
複
数
の
相

続
人（

（（
（

が
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
一
部
に
確

知
で
き
な
い
者
が
い
る
と
き
は
、
確

知
で
き
て
い
る
者
に
対
し
て
は
、
行

7

図11　相続財産管理の流れ

❶相続財産管理人選任申立て

❷相続財産管理人選任及び選任公告

❸相続財産債権者・受遺者に対する請求申出の公告、催告、弁済

❹相続人捜索の公告

❺相続人不存在の確定

特別縁故者に対する相続財産分与の申立て

財産分与の審判又は却下

❻残余財産の国庫への引継ぎ

出所：�野々山哲郎･仲隆･浦岡由美子編『Q&A　相続人不存在･不在者　財産管理の
手引』（新日本法規、2017）3-4頁より引用
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不
在
者
財
産
管
理
制
度 

（
民
法
第
25
条
か
ら
第
29
条
ま
で
）

不
在
者
財
産
管
理
制
度
は
、
家
庭
裁
判
所
が
利
害

関
係
人
等（

（（
（

の
申
立
て
に
よ
り
、
従
来
の
住
所
又
は
居

所
を
去
り
、
容
易
に
戻
る
見
込
み
の
な
い
者
（
不
在

者
）
の
財
産
管
理
人
を
選
任
し
、
不
在
者
の
財
産
を

保
存
す
る
こ
と
で
、
不
在
者
の
損
失
を
防
止
し
、
不

在
者
及
び
そ
の
相
続
人
、
債
権
者
等
利
害
関
係
人
の

利
益
を
保
護
す
る
制
度
で
す
。
申
立
先
は
、
従
来
の

住
所
地
又
は
居
所
地
の
家
庭
裁
判
所
に
な
り
ま
す
。

不
在
者
財
産
管
理
人
は
、
不
在
者
の
法
定
代
理
人

の
地
位
に
あ
り
、保
存
行
為
等
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、

裁
判
所
の
権
限
外
行
為
許
可
を
得
た
上
で
、
不
在
者

に
代
わ
っ
て
、
遺
産
分
割
、
不
動
産
の
売
却
等
を
行

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
の
他
空
家
除
却
等
の
手
法

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
財
産
権
の
主
体
と
し

て
、
民
事
手
続
（
民
事
保
全
手
続
を
含
む
）
を
利
用

す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。
例
え
ば
、
市
道
に
隣
接
す

る
空
家
が
崩
壊
す
る
な
ど
し
て
市
道
の
管
理
に
支
障

が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
、
市
が
道
路
敷
地

庁
の
判
断
と
責
任
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
場
合
、
残
置
動
産
の
保
管
、
処
分
等
は
行
政
庁

に
と
っ
て
大
き
な
負
担
と
な
る
こ
と
か
ら
、
特
に
、

相
続
人
が
不
存
在
の
場
合
、
又
は
相
続
人
全
員
が
相

続
放
棄
を
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
初
か
ら
相
続
財

産
管
理
制
度
を
利
用
し
、
略
式
代
執
行
で
は
な
く
、

相
続
財
産
法
人
に
対
す
る
通
常
の
代
執
行
を
実
施

し
、
残
置
動
産
の
処
分
等
の
判
断
を
相
続
財
産
管
理

人
の
判
断
に
委
ね
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
と
い
え
る

で
し
ょ
う
。

な
お
、
相
続
財
産
管
理
人
を
選
任
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
特
定
空
家
等
の
除
却
等
に
つ
い
て
も
相
続
財
産

管
理
人
に
委
ね
れ
ば
よ
く
、
あ
え
て
、
行
政
庁
が
代

執
行
を
行
う
必
要
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
管
理
人
は
行
政
庁
の
立
場
で
相
続
財
産
の

管
理
を
行
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
管
理
人

の
対
応
次
第
で
除
却
等
が
進
ま
な
い
場
合
も
考
え
ら

れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
通
常
代
執
行
を
実
施
す
る

た
め
に
、
相
続
財
産
管
理
人
を
選
任
す
る
と
い
う
ス

タ
ン
ス
で
管
理
人
に
対
し
て
、
空
家
法
の
手
続
を
進

め
る
べ
き
で
し
ょ
う（

（（
（

。

の
所
有
権
又
は
占
有
権
に
基
づ
き
空
家
の
除
却
を
求

め
る
（
妨
害
予
防
請
求
権
の
行
使
）
な
ど
で
す
。

注（
35
）
支
払
督
促
手
続
と
は
、
金
銭
そ
の
他
の
代
替
物
又

は
有
価
証
券
の
一
定
数
量
の
給
付
請
求
に
つ
い
て

（
民
訴
法
第
３
８
２
条
）、
簡
易
・
迅
速
か
つ
低
廉
な

費
用
に
よ
り
、
債
権
者
名
義
（
私
法
上
の
給
付
請
求

権
）
の
存
在
と
そ
の
内
容
を
公
証
し
、
法
が
強
制
執

行
に
よ
り
請
求
権
の
内
容
を
実
現
す
る
効
力
（
執
行

力
）
を
認
め
た
文
書
（
確
定
判
決
、
裁
判
上
の
和
解

調
書
、
執
行
証
書
、
仮
執
行
宣
言
付
支
払
督
促
等
。

民
事
執
行
法
第
22
条
等
参
照
）
を
得
さ
せ
て
、
事
件

の
処
理
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
略
式
訴
訟
の
一

つ
で
あ
る
（
園
部
厚
『
書
式　

支
払
督
促
の
実
務
〔
全

訂
９
版
〕』（
民
事
法
研
究
会
、
２
０
１
４
）
１
頁
）。

（
36
）
こ
の
場
合
に
は
、議
会
の
議
決
が
必
要
で
あ
る
（
最

判
昭
59
・
５
・
31
民
集
38
巻
７
号
１
０
２
１
頁
参
照
）。

（
37
）
少
額
事
件
に
つ
い
て
低
廉
な
費
用
で
迅
速
な
解
決

を
図
る
趣
旨
で
設
け
ら
れ
た
訴
訟
手
続
で
あ
る
。
な

お
、
少
額
訴
訟
手
続
を
利
用
す
る
際
に
は
、
加
藤
俊

明
『
書
式　

少
額
訴
訟
の
実
務
〔
全
訂
４
版
〕』（
民

事
法
研
究
会
、
２
０
０
９
）
が
参
考
に
な
る
。

（
38
）
基
本
は
、
被
告
の
生
活
の
根
拠
地
の
裁
判
所
に
管

轄
権
が
生
じ
る
が
（
民
訴
法
第
４
条
第
１
項
）、
財
産

権
上
の
訴
え
な
ど
は
、
義
務
履
行
地
の
裁
判
所
も
管

轄
す
る
（
同
法
第
５
条
第
１
号
）。
こ
う
し
た
特
別
裁

89
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（
49
）
板
橋
区
は
、
平
成
29
年
に
実
施
さ
れ
た
特
定
空
家

等
に
対
す
る
除
却
の
代
執
行
で
、
当
該
特
定
空
家
内

の
存
置
動
産
の
迅
速
な
処
分
が
で
き
る
よ
う
に
、
相

続
財
産
管
理
人
の
選
任
を
行
っ
た
上
で
行
政
代
執
行

を
行
う
と
い
う
手
段
を
選
択
し
て
い
る
。
な
お
、
板

橋
区
は
、
平
成
28
年
、
当
該
特
定
空
家
等
に
対
し
、

事
務
管
理
と
し
て
緊
急
安
全
対
策
工
事
を
行
っ
て
い

た
た
め
、同
事
務
管
理
に
要
し
た
費
用
の
債
権
者
（
利

害
関
係
人
）
と
し
て
相
続
財
産
管
理
人
の
申
立
て
を

行
っ
て
い
る
。

（
50
）
市
町
村
が
利
害
関
係
者
と
な
り
得
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
、
相
続
財
産
管
理
制
度
に
お
け
る
場
合
と

同
様
の
問
題
が
あ
る
。

判
籍
を
選
択
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
基
本
の
裁
判
籍

を
選
択
す
る
か
は
、
原
告
が
選
択
権
を
持
つ
。

（
39
）
供
託
し
な
い
で
代
執
行
費
用
を
売
却
代
金
で
相
殺

で
き
る
か
に
つ
い
て
、
多
数
説
は
必
ず
供
託
が
必
要

で
あ
る
と
す
る
（
中
川
善
之
助
ほ
か
編
集
代
表
『
注

釈
民
法
（
12
）
債
権
（
３
）』（
有
斐
閣
、
１
９
７
６
）

３
３
０
頁
［
甲
斐
道
太
郎
］）。

（
40
）
現
実
に
行
わ
れ
た
代
執
行
に
お
け
る
保
管
に
係
る

執
行
対
象
外
動
産
の
廃
棄
物
判
定
作
業
を
含
め
た
対

応
方
法
に
つ
い
て
は
、
岡
山
市
行
政
代
執
行
研
究
会

『
行
政
代
執
行
の
実
務
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
２
０
０
２
）

１
４
０ - 

１
４
３
頁
参
照
。

（
41
）
北
村
喜
宣
『
空
き
家
問
題
解
決
の
た
め
の
政
策
法

務
』（
第
一
法
規
、
２
０
１
８
）
２
５
３
頁
は
、「
空

家
法
14
条
３
項
の
命
令
は
、
た
と
え
ば
、『
除
却
に
よ

り
発
生
し
た
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
関
係
法
令
に

従
っ
て
適
切
に
処
理
す
る
こ
と
』
を
含
め
る
べ
き
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
す
る
。
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
42
）
所
有
者
所
在
不
明
・
相
続
人
不
存
在
の
空
家
対
応

に
つ
い
て
は
、
川
口
市
空
家
問
題
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
チ
ー
ム
『
所
有
者
所
在
不
明
・
相
続
人
不
存
在
の

空
家
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
』（
２
０
１
７
）
が
参
考
に
な

る
。
な
お
、
同
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
上
で
公
開

さ
れ
て
い
る
。

（
43
）「
相
続
人
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
」
と
は
、

相
続
人
全
員
が
相
続
放
棄
を
し
て
、
結
果
と
し
て
相

続
す
る
者
が
い
な
く
な
っ
た
場
合
も
含
ま
れ
る
（
潮

見
佳
男
『
相
続
法
〔
第
５
版
〕』（
弘
文
堂
、
２
０
１
４
）

66
頁
）。
な
お
、
相
続
放
棄
を
し
た
者
は
、
そ
の
放
棄

に
よ
っ
て
相
続
人
と
な
っ
た
者
が
相
続
財
産
の
管
理

を
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
日
ま
で
自
己
の
財
産
に
お

け
る
の
と
同
一
の
注
意
を
も
っ
て
財
産
管
理
を
継
続

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
民
法
第
９
０
４
条
第
１
項
）。

（
44
）
相
続
財
産
管
理
制
度
、
不
在
者
財
産
管
理
制
度
を

利
用
す
る
場
合
に
参
考
と
な
る
実
務
書
と
し
て
、

野
々
山
哲
郎･

仲
隆･

浦
岡
由
美
子
編
『
Ｑ
＆
Ａ　

相

続
人
不
存
在･

不
在
者　

財
産
管
理
の
手
引
』（
新
日

本
法
規
、
２
０
１
７
）、
水
野
賢
一
『
相
続
人
不
存
在

の
実
務
と
書
式
〔
第
２
版
〕』（
民
事
法
研
究
会
、

２
０
１
３
）、
正
影
秀
明
『
相
続
財
産
管
理
人
、
不
在

者
財
産
管
理
人
に
関
す
る
実
務
』（
日
本
加
除
出
版
、

２
０
１
８
）
が
あ
る
。

（
45
）
被
相
続
人
の
債
権
者
、
特
定
遺
贈
を
受
け
た
者
、

特
別
縁
故
者
、
検
察
官
な
ど
。

（
46
）
遺
言
に
よ
り
遺
贈
を
受
け
る
と
さ
れ
た
者
。

（
47
）
被
相
続
人
と
特
別
の
縁
故
が
あ
っ
た
者
で
、
相
続

人
の
不
存
在
が
確
定
し
た
際
に
、
請
求
に
よ
り
家
庭

裁
判
所
か
ら
相
続
財
産
の
分
与
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
者
（
民
法
第
９
５
８
条
の
３
第
１
項
）。

（
48
）
共
有
者
は
、
共
有
物
の
保
存
行
為
に
つ
い
て
は
、

各
共
有
者
が
単
独
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
民
法
第

２
５
２
条
た
だ
し
書
）。
他
方
、
共
有
物
に
変
更
を
加

え
る
こ
と
は
、
他
の
共
有
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば

で
き
な
い
（
同
法
第
２
５
１
条
）。


